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 別 紙 １
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた 

工事及び業務の対応について 
 

１ 工事及び業務（以下「工事等」という。）で新型コロナウイルス感染症の感染等が確認された

場合の対応（以下「当対応」という。）（別紙２参照） 

（１） 対象者 

発注者：監督員、調査職員及び補助監督員（以下「監督員等」という。）を対象とする。

受注者：現場で直接作業する作業従事者（現場代理人、主任技術者、監理技術者、担当

技術者、作業員(下請含む)及び業務で配置される全ての配置技術者）（以下「作

業従事者」という。）を対象とする。（社内の事務員、他現場の作業従事者は、接

触者、濃厚接触者に該当する場合であっても当対応の対象外） 

（２） 用語の定義 

現場等：作業場、事業所等をいう。工事においては工事現場、現場事務所及び休憩所、

業務については執務を行っている事務所をいう。 

陽性者：ＰＣＲ検査により、新型コロナウイルス感染症の感染が確認された者 

    濃厚接触者：保健所が濃厚接触者に該当すると判断した者 

    接触者：ＰＣＲ検査で陽性が判明した当該現場等作業従事者と、陽性が判明した日から

遡って一週間以内に会話した者 

感染の疑いがある者：濃厚接触者、接触者及び咳や発熱等、新型コロナウイルス感染症

が疑われる症状を呈している者 

県マニュアル：総務部行財政改革局人事企画課策定「職員又は同居家族等が新型コロナ

ウイルス感染症に罹患した場合の対応マニュアル」をいう。 

（３） 感染の疑いがある者が確認された場合の対応 

  ア 感染の疑いがある者が受注者側の作業従事者に確認された場合 

    別紙２「［１］該当者が受注者側の作業従事者の場合」により対応。 

  イ 感染の疑いがある者が発注者側の監督員等に確認された場合 

別紙２「［２］該当者が発注者側の監督員等の場合」により対応。 

（４） 注意事項 

  ア 陽性者について 

     陽性者は、保健所、医療機関等の指導に従う。 

     陽性者の現場作業への復帰時期についても医療機関等の判断に従う。 

  イ 濃厚接触者について 

濃厚接触者は、保健所の指導に従う。 

ただし、保健所の指導に関わらず、濃厚接触者は陰性であっても２週間の自宅待機と

する。 

  ウ 接触者について 

接触者に該当するか否かは受発注者がそれぞれ判断する。 

     パーテーションの使用、マスク着用の有無を問わず、現場等において、陽性が判明し

た日から遡って一週間以内に陽性者と会話した者は接触者となる。 

  エ ＰＣＲ検査で陰性が確認された場合の対応 

     受注者：濃厚接触者は陰性でも２週間の自宅待機とする。 

         接触者は、陰性が確認されれば現場作業に復帰可能。 

     発注者：濃厚接触者は陰性でも２週間の自宅待機とする。 

接触者は陰性でも、陽性者と会話した日の翌日から起算して１週間は在宅勤

務とする。在宅勤務中は現地立会不可（情報共有システムにおける在宅勤務）。

接触者を除く感染の疑いがある者は県マニュアルに従う。 

  オ （３）アにおける、「現場等の安全が確保されたか」について 

 工事等の一時中止を解除するにあたり、保健所の指導に従い、機械設備、現場等の消

毒作業を実施する。 

 特に保健所から指導が無い場合、消毒完了をもって安全が確保されたとみなす。 

  カ （３）イにおける、「工事等の一時中止の要否を検討」について 

     現場等の作業継続が可能な場合、監督員等の追加・変更（通知）や段階確認の臨場を

机上とする（指示）等、現場等が継続できるよう監督員体制等の確保に努める。 


